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答

弁

第

八

号 

   

衆
議
院
議
員
玉
城
栄
一
君
提
出
米
軍
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
四
第
八
号 

平
成
元
年
三
月
七
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
玉
城
栄
一
君
提
出
米
軍
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

沖
縄
に
お
け
る
米
軍
送
油
管
の
油
漏
れ
事
故
件
数
等
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

事
故
原
因
に
つ
い
て
は
、
現
在
米
軍
が
調
査
中
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

米
軍
は
、
事
故
発
生
後
、
直
ち
に
バ
ル
ブ
を
閉
鎖
し
、
流
出
燃
料
の
回
収
を
行
い
、
埋
設
送
油
管
を
掘
り
出 

し
て
点
検
修
理
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

送
油
管
の
敷
設
場
所
及
び
延
長
は
、
具
志
川
市
か
ら
沖
縄
市
及
び
中
頭
郡
北
谷
町
を
経
て
中
頭
郡
嘉
手
納
町 

ま
で
の
間
約
十
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
こ
の
う
ち
、
陸
軍
貯
油
施
設
（
貯
油
施
設
地
区
）
、
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
及 



四
及
び
五
に
つ
い
て 

ま
た
、
政
府
が
敷
設
し
た
送
油
管
は
、
具
志
川
市
、
沖
縄
市
、
中
頭
郡
嘉
手
納
町
及
び
中
頭
郡
北
谷
町
に
所 

在
し
、
延
長
は
約
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
敷
設
の
時
期
は
昭
和
五
十
一
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
ま
で
の
間
で 

あ
る
。 

米
軍
が
敷
設
し
た
送
油
管
は
、
具
志
川
市
、
沖
縄
市
、
中
頭
郡
北
谷
町
、
宜
野
湾
市
及
び
浦
添
市
に
所
在 

 

し
、
延
長
は
約
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
敷
設
の
時
期
は
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
昭
和
五
十
六
年
ま
で
の
間
と 

承
知
し
て
い
る
。 

び
嘉
手
納
飛
行
場
内
に
敷
設
さ
れ
て
い
る
部
分
は
約
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
及
び
浦
添
市
か
ら
宜
野
湾
市
及
び 

中
頭
郡
北
谷
町
を
経
て
中
頭
郡
嘉
手
納
町
ま
で
の
間
約
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
こ
の
う
ち
、
普
天
間
飛
行
場
、 

キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
、
キ
ャ
ン
プ
桑
江
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
内
に
敷
設
さ
れ
て
い
る
部
分
は
約
十
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
あ
る
。 

四 

 



六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
施
設
及
び
区
域
の
周
辺
住
民
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
送
油
管
の
移
設
等
を
行
っ
て 

き
て
い
る
ほ
か
、
米
側
と
の
不
断
の
接
触
を
通
じ
、
又
は
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
安
全
確
保
の
た
め
の 

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
必
要
に
応
じ
米
側
に
申
入
れ
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
質
問
の
送
油
管
の
米
軍
に
よ
る
設
置
又
は
管
理
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
消
防
法
の
適
用
は
な
い
が
、
米 

軍
は
、
右
法
律
を
十
分
尊
重
し
つ
つ
、
当
該
送
油
管
の
管
理
等
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

御
質
問
の
送
油
管
に
関
連
し
た
事
故
が
生
じ
た
場
合
の
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
個
々
具
体
的
な
事
例
に 

即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

米
軍
は
、
昭
和
四
十
九
年
に
実
施
し
た
調
査
に
基
づ
き
、
送
油
管
の
修
復
工
事
を
行
う
な
ど
、
送
油
管
の
維 

持
管
理
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
き
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



八
に
つ
い
て 

     

御
質
問
の
宜
野
湾
市
と
浦
添
市
問
の
送
油
管
は
、
米
軍
が
緊
急
時
に
使
用
す
る
た
め
保
持
し
て
い
る
も
の
と 

承
知
し
て
い
る
が
、
地
元
の
要
望
も
踏
ま
え
、
そ
の
返
還
に
関
し
、
現
在
米
側
と
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。 

別
表 沖

縄
に
お
け
る
米
軍
送
油
管
の
油
漏
れ
事
故
一
覧
表
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
以
降
） 六 
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